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資料２

表示方法について（その１：現状と課題）

１．表示方法に関する規定

ＪＡＳ法食衛法

・８ポイント以上の均整のとれた活字
（150㎝以下の場合5.5～7.5ポイント）

・原則６号活字以上、表示面積が
小さい場合でも、少なくとも７号活
字以上

文字の大き
さ

・容器又は包装の見やすい箇所に記
載（生鮮食品の場合、製品に近接し
た掲示その他見やすい場所で可）

・容器包装を開かないでも容易に
見ることができるように、当該容器
包装の見やすい場所に記載

表示位置

・生鮮食品：特段の定めなし

・加工食品：一括表示として表示様式
が規定されている（加工食品品質表示
基準別記様式）

・特段の定めなし

表示様式

食衛法とJAS法において、規定されている表示方法が一部異なっ

ている。



2

２． ＪＡＳ法における一括表示の原則

○ＪＡＳ法では、加工食品の表示に際して、消費者への利便を図る観点から、義
務表示事項について容器又は包装に一括して表示することが定められており、
表示様式についても基準に定められている。（図１）

○一方、販売店が表示する場合、生鮮食品だけでなく加工食品にあってもバー
コードや価格の入ったプライスラベルに表示する方式が一般に多く行われてい
る。（図２）
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図２ 一般的なプライスラベル図１ 基準上の様式
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各種表示方法の例

(1) 生鮮食品

○製品に近接した掲示（ばら売り） ○容器包装への表示
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(2) 加工食品

○一般的な一括表示 ○一括表示（一部間違いあり）
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○生鮮食品と同様の一括表示

自主的に生鮮同様の「解凍」表示 裏面に別途一括表示
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○弁当、惣菜等の一括表示

複雑な表示の例
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３．問題点

(2) その他

④ 文字の大きさについて、食品衛生法とＪＡＳ法の規定の整合性

を図るべきではないか。

(1) わかりやすい表示実現の観点

① 一括表示の様式を統一的に定める必要があるか。

② 表示項目を見直す必要があるか。

③ 表示方法について、商品特性に応じ、事業者が創意工夫を図

ることができるようにすべきではないか。

（ＩＴの活用の可能性なども含む。）

(2)その他


